
１　職員の任免及び職員の数の状況

（１）職員数 （ 現在）

(注) 　議会、監査委員、公平委員会の事務部局の職員は、兼務です。

（２）職員の採用及び退職の状況（平成22年度）

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

(注) 　公営企業部門は、交通災害共済事業に係る部門です。

（４）年齢別職員構成の状況 （ 現在）

（５）職員の昇任及び降任の状況（平成22年度）

昇任の状況

降任の状況

降任となった職員はいません。
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千葉県市町村総合事務組合　人事行政運営等の状況



２　職員の給与の状況

（１）人件費の状況（平成22年度普通会計決算）

（注）

（２）職員給与費の状況（平成23年度普通会計予算）

(注) 1 職員手当には、退職手当を含みません。
2 給与費は当初予算に計上された額です。

（３）一般行政職の級別職員数の状況 （ 現在）

（４）職員の手当の状況

① 期末手当・勤勉手当 （ 現在）

千円

（5%～20%）
（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

平成23年4月1日
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　人件費とは、職員に支給された給与、退職手当、共済組合事業主負担金、公務災害補
償基金負担金、特別職に支給された報酬の総額です。
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② 退職手当 （ 現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

定年前早期退職特別措置 定年前早期退職特別措置

(2～20％加算) (2～20％加算)

千円

（注） 　退職手当の1人当たり平均支給額は、22年度に退職した職員に支給された平均額です。

③ 地域手当 （ 現在）

支給実績（22年度決算） 千円

支給職員1人当たり平均支給額（22年度決算） 千円

％ 人 ％

④ その他の手当 （ 現在）

円

（配偶者なしの者）

円

16～22歳の子 円加算

家賃の額に応じて27,000円

を限度に支給

円

通勤距離に応じて 通勤距離に応じて
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41,500円～106,800円

特殊勤務手当はありません。
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（５）職員の初任給の状況 （ 現在）

円

円

円

円

円

（６）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （ 現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注) 1 「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。

2

（７）特別職の報酬の状況 （ 現在）

円

円

円

円

円

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況 （ 現在）

（２）主な休暇・休業制度の状況 （ 現在）

（３）年次有給休暇の取得状況（平成22年1月1日～12月31日）

（４）育児休業及び部分休業の取得状況（平成22年度）

21.8 ％

１人当たり平均消化率

397,723

大学卒

～

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手
当等の諸手当を合計したものです。(時間外勤務手当は含みません。)

平成23年4月1日

平成23年4月1日

平成23年4月1日

報酬年額
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325,957
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平均給与月額

386,692

初任給

181,200

178,800
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組合
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国
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看護休暇
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200,000

135,000

135,000

100,000

80,000

１人当たり平均取得日数

日

週休日

土曜日

日曜日

結婚休暇

産前産後各8週間

女性職員の分べん

8時30分 17時15分

0

取得者数

区　　分

一般行政職

休憩時間

育児休業

8.1

勤務時間

年次有給休暇

年間20日

部分休業

取得者数

人 0 人

うち両休業取得者数

0人

育児休業

子が3歳まで7日

取得者数

区　　分

組 合 長

副 組 合 長

議 長

副 議 長

議 員



４　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）処分別事由別分限処分者数（平成22年度） （単位：人）

(注) 1 　法とは地方公務員法をいいます。以下同じです。

2

　

（２）処分別事由別懲戒処分者数（平成22年度） （単位：人）

５　職員の服務の状況

職員の服務規律の確保を図るため、次の通達を周知しました。

合計

職務上の義務に違反し又は職務を怠った
場合(法第29条第1項2号)

参議院議員通常選挙の選挙当日における便宜供与について

平成22年12月 年末年始における綱紀の厳正な保持について

内容

0

0

0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
のあった場合(法第2条第1項3号)

0

時期

平成22年 7月

0 0 0

戒告 減給 停職

0 0 0

0

刑事事件に関し起訴された場合
(法第28条第2項2号)

法令に違反した場合
(法第28条第1項1号)

勤務実績が良くない場合
(法第28条第1項1号)

心身の故障の場合
(法第28条第1項2号　第2項第1号)

職に必要な適格性を欠く場合
(法第28条第1項3号)

職制等の改廃により過員等を生じた場合
(法第28条第1項4号)

処 分 事 由

合計

法第28条第4項により失職した者

　分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分果たしえない場合
に、公務能率の維持向上のため行う処分です。

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

降任 免職 休職 合計

0 0 0

000 0

免職 合計

0 0

0 0

処 分 事 由



６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員研修実施状況

（２）勤務成績の評定の概要及び結果の活用状況

　職員の執務について、能力や実績などに関しての勤務成績の評定を行います。

　評定結果に基づいて、人事異動や昇給・昇任などを行っています。

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）健康診断の実施状況（平成22年度）

(注) 上記以外の職員は、人間ドックを受診しています。

（２）公務災害補償等（平成22年度）

（３）千葉県市町村職員共済組合等による福利厚生事業について（平成22年度）

８　千葉県市町村公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況（平成22年度）

本組合職員に係る勤務条件に関する措置要求事案はありません。

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況（平成22年度）

本組合職員に係る不利益処分に関する不服申立て事案はありません。

給付内容

短期給付（健康保険）、
長期給付（年金関係）等

出産費助成金、弔慰金、
災害給付金等

円

円千葉県市町村職員互助会

33,942,467

44,295

千葉県市町村職員共済組合

区　分 事業に対する負担金

受 診 者

歳以上）

区　　分

生 活 習 慣 病
予 防 検 査

一般健康診断（

（

40

40

歳未満） 人

12 人

計

定期健康診断

24 人

12

　研修機関(千葉県自治研修センター）による階層別研修、専門研修への受講を中心に、千葉県等の
主催による研修会へ参加させています。

通勤災害

計 0 件

0 件

区　分

公務災害

認定件数

0 件


